
 

 

回答書 

 

 令和８年度甲斐市公開型 GIS 再構築・運用保守業務公募型プロポーザルに関する質問事項について、次のとお

り回答します。 

 

No. 資料名 頁 質問内容 回答 

1 実施要領・

仕様書 

― 実施要領・仕様書において、「代表企

業」及び「協力事業者」に関する記

載は確認できますが、共同企業体

（JV）による参加の可否については

明示的な記載がないものと理解し

ております。 

このため、代表企業を定めたうえで

協力事業者としてではなく、共同企

業体（JV）の構成員として業務を分

担する形での参加も可能との理解

でよろしいでしょうか。 

併せて、共同企業体として参加する

場合に提出が必要となる書類（共同

企業体届出兼委任状など）について

ご教示ください 

まず、共同企業体（JV）の構成員として業務を

分担する形での参加についてですが、 

実施要領「５ 参加資格条件」に掲げる条件を

共同企業体の代表企業がすべて満たす場合に参

加可能です。 

また、実施要領「15 応募に関する留意事項（5）」

に準じ、共同企業体の構成員においては、本プ

ロポーザルに参加する他の共同企業体の構成員

となることは認められませんので、ご注意くだ

さい。 

 

共同企業体として参加する場合には、次の書類

について提出をお願いします。 

１ 「様式 9共同企業体届出書兼委任状」 

 

２ 「様式 2代表企業概要書」 

（構成員全てについて各 1部） 

 

３ 「企業決算書」（構成員全てについて各 1部） 

2 仕様書 11 移行対象のすべてのデータについ

て、レイヤー数をお示しください。 

移行データのレイヤ数は別添のとおりです。 

ただし、現行の運用状況に基づくものあり、令

和 8 年度の業務運用やデータ整理に伴い、レイ

ヤの追加等により、レイヤ数の増減が生じる可

能性があります。変動の可能性を考慮した上で

提案してください。 

 

3 仕様書 11 移行対象のすべてのデータから現

時点で想定されている公開型GISへ

搭載するデータについてご教示下

さい。 

公開型 GIS へ搭載するデータは次のとおりにな

りますが、現行の運用状況に基づくものあり、

令和 8 年度の業務運用やデータ整理に伴い、公

開型 GIS へ搭載するデータに増減が生じる可能

性があります。変動の可能性を考慮した上で提

案してください。 



 

 

 

【公開型 GIS 搭載予定のデータ】 

施設情報、都市計画基本図、森林計画図、自治

会区域、包蔵地、文化財、地震ハザードマップ、

洪水ハザードマップ、土砂災害警戒（特別）区

域、浸水想定区域、道路台帳図、農林道台帳図、

カーブミラー台帳、消火栓台帳、防犯灯台帳、

脱炭素先行エリア 

4 仕様書 9 固定資産GISの同時接続利用可能ユ

ーザ数についてご教示下さい。 

現行の固定資産 GIS における同時接続ライセン

ス数は 10名ですが、令和 9年度以降の税務課職

員数や業務体制の変更等に柔軟に対応できる必

要があります。現時点では確定しておりません

が、少なくとも現行の 10名以上が支障なく利用

できる構成であることを前提とした提案をして

ください。 

5 様式 8 

記載項目 

― 評価項目9データ整備について移行

対象データのデータ移行を指して

おりますでしょうか。データ移行で

はなく新規データ整備の場合、整備

予定のデータをご教示下さい。 

「データ整備」については、「データ移行」のこ

とを指しております。 

 

6 様式 8 

記載項目 

― 評価項目 13 価格評価について、「様

式 6見積書」構築・運用保守費用の

評価となっておりますが、ページ数

を記載する必要がありますでしょ

うか。 

 

企画提案書「評価項目（1）～（12）」の上限ペ

ージ数には含めませんが、「評価項目（12）」に

続くページ数の記載をお願いします。 

7 様式 8 

記載項目 

― 評価項目14機能要件評価について、

「機能要件書」の評価となっており

ますが、ページ数を記載する必要は

ありますでしょうか。 

企画提案書「評価項目（1）～（12）」の上限ペ

ージ数には含めませんが、「評価項目（13）」に

続くページ数の記載をお願いします。 

8 様式 8 

記載項目 

― 評価項目 1当該システム導入実績、

2 業務遂行可能な経営基盤となって

おりますが、ページ数を記載する必

要はありますでしょうか。 

企画提案書「評価項目（1）～（12）」について

は、企画提案書の枚数制限（40 ページ）の中に

含まれるため、ページ数の記載をお願いします。 



 

 

9 実施要領 4 企業決算書の財務諸表において、当

社では賃貸対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書は作成してお

りますが、収支決算書は作成してお

りません。その場合の取扱いについ

てご教示願います。 

収支決算書を作成していない場合については、 

提出不要です。 

10 実施要領 4 公募型プロポーザル仕様書、P4 第

5 条では業務主任技術者と記載があ

ります。配置プロジェクトマネージ

ャーではなく業務管理技術者とい

う解釈で宜しいでしょうか。 

仕様書「P5 第 5条」で示す業務主任技術者は、

配置プロジェクトマネージャーとは別に、本業

務の内容について熟知した高度な技術と十分な

実務経験を有する技術者として、契約後に届け

出ていただくものです。 

11 評価基準表 ― 評価項目の９データ整備は、公募型

プロポーザル仕様書では記載がご

ざいません。データ整備ではなく第

27 条から第 29 条に記載があるデー

タ移行という解釈でしょうか。ご教

示願います。 

ご認識のとおり、「評価項目 9データ整備」につ

いては、主に既存の公開型・統合型 GIS からの

データ移行による整備のことを指しておりま

す。 

12 企画提案書

等作成要領 

― 企画提案書のページ数は 40 ページ

となっているが、企画提案書記載項

目（様式 8）では、ページ記載項目

に価格評価及び機能要件評価も含

まれています。本項目も含んで40ペ

ージでしょうか。 

ページの制限対象は企画提案書「評価項目（1）

～（12）」になります。「価格評価」と「機能要

件評価」については、ページ数に含まれません。 

「評価項目（1）～（12）」までの内容で 40 ペー

ジ以内となるよう企画提案書を作成してくださ

い。 

 


